
　被保険者証（保険証）を必ず医療機関に提示してください。窓口で
の支払いは医療費などの1割または3割です。

　次の場合、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。　
　必要な書類を添えて保険年金課に申請してください。

申請に必要なもの
・�被保険者証・預金通帳またはキャッシュカード・医師の証明書�
・領収書など

　1か月の医療費が高額になった場合は、自己負担限
度額を超えた分を高額療養費として支給します（所得区
分ごとの自己負担限度額は前年の所得によって決まり、
人によって異なります。市公式ホームページに計算方
法を掲載しています。）。
　高額療養費に該当したときに個別に通知しますので、登録申請書
により振込口座をお知らせください。その後の高額療養費は、自動
的に口座に振り込まれます。
　なお、所得区分によっては、限度額認定証または限度額適用・標準
負担額減額認定証を医療機関に提示することで、同じ月、同じ医療機
関での医療費などを自己負担限度額までに抑えることができます。
　各証の交付には手続きが必要ですので、入院する場合などは、保
険年金課にお問い合わせください。
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。
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。

　
特
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診
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結
果
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。

　
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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対
象
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に
は
個
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し
ま
す
。
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療
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し
て
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る
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象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　葬祭を行ったかた（喪主）に葬祭
費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
○�葬祭を行った証明書類（会葬礼
状、領収書など）

○亡くなったかたの被保険者証
○�喪主の預金通帳またはキャッ
シュカード

　なお、高額療養費などの返還に
あたり、相続人代表の申し立てを
していただきます。
申請に必要なもの
○�相続人代表のかたの印鑑、預金
通帳またはキャッシュカード

　交通事故など第三者（加害者）に
よる行為でけがをした場合、「第三
者行為による被害届」の手続きを
することにより、後期高齢者医療
で治療を受けられます。
　この場合、後期高齢者医療で治
療費を立て替え、後で加害者に請
求することになります。
　加害者から治療費を受け取った
場合や示談を済ませた場合は、後
期高齢者医療で治療が受けられな
くなることがありますのでご注意
ください。
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医療機関にかかるとき

医療費の全額を支払ったとき

医療費が高額になったとき

保険年金課後期高齢者医療担当  ☎0480（92）1111 内線147・148問合せ

後期高齢者医療後期高齢者医療でで受受けられるけられる「給付」「給付」のお知らせのお知らせ

○�やむをえない事情で、被保険者証を持たずに医療機関を受診
したとき
○医師が必要と認めた治療用装具（コルセットなど）を作ったとき
○�海外旅行中に医療機関を受診したとき（※別途お問い合わせく
ださい。）
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